
静岡県公安委員会規則第１号 

交番、駐在所及び警備派出所の名称、位置及び所管区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。 

平成30年３月９日 

静岡県公安委員会委員長  生座本 磯 美 

交番、駐在所及び警備派出所の名称、位置及び所管区域に関する規則の一部を改正する規則 

交番、駐在所及び警備派出所の名称、位置及び所管区域に関する規則（昭和52年静岡県公安委員会規則第

13号）の一部を次のように改正する。 
改   正   前 改   正   後 

別表 別表 

警察

署名 
名称 位置 所管区域 

 （略） 

三島

警察

署 

 （略） 

広小路

町交番 

三島市広

小路町10

番３号 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

清水

警察

署 

 （略） 

由比交

番 

静岡市清

水区由比

今宿999

番地の16 

静岡市清水区のうち 

 由比阿僧 、由比今 

宿、由比入山、由比

北田、由比寺尾、由

比西倉澤、由比西山

寺、由比東倉澤、由

比東山寺、由比町屋

原 、由比 

 （略） 

静岡

中央

警察

署 

 （略） 

古庄交

番 

静岡市葵

区古庄三

丁目35番

33号 

静岡市葵区のうち 

 長沼、長沼一・二・

三丁目、古庄一・ 

二・三丁目、宮前 

町、柚木 

 （略） 

静岡

南警

察署 

 （略） 

東豊田

交番 

静岡市駿

河区聖一

色46番地

の13 

静岡市駿河区のうち 

 池田、国吉田、国吉

田一・二・三・四・

五・六丁目、栗原、

中吉田、聖一色、平

警察

署名 
名称 位置 所管区域 

 （略） 

三島

警察

署 

 （略） 

広小路

町交番 

三島市広

小路町10

番５号 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

清水

警察

署 

 （略） 

由比交

番 

静岡市清

水区由比

今宿999

番地の16 

静岡市清水区のうち 

 由比、由比阿僧、由

比今宿、由比入山、

由比北田、由比寺 

尾、由比西倉澤、由

比西山寺、由比東倉

澤、由比東山寺、由

比町屋原、由比八千

代 

 （略） 

静岡

中央

警察

署 

 （略） 

古庄交

番 

静岡市葵

区古庄三

丁目35番

33号 

静岡市葵区のうち 

 長沼、長沼一・二・

三丁目、長沼南、東

静岡一丁目 、古庄 

一・二・三丁目、宮

前町、柚木 

 （略） 

静岡

南警

察署 

 （略） 

東豊田

交番 

静岡市駿

河区聖一

色46番地

の13 

静岡市駿河区のうち 

 池田、国吉田、国吉

田一・二・三・四・ 

五・六丁目、栗原、

中吉田、東静岡二丁



沢、谷田、弥生町 

曲金交

番 

静岡市駿

河区曲金

三丁目３

番13号 

静岡市駿河区のうち 

 小黒一・二・三丁 

目、豊田一・二丁 

目、豊原町、曲金、

曲金一・二・三・ 

四・五・六・七丁目 

 （略） 

 （略） 

袋井

警察

署 

 （略） 

山梨交

番 

袋井市上

山梨３丁

目１番地

の６ 

袋井市のうち 

 宇刈、沖山梨、小 

山、可睡の杜、上山

梨、上山梨１・２・

３・４丁目、久能、

下山梨、下山梨１・

２丁目、月見町、徳

光、延久、春岡、春

岡１・２丁目、堀 

越、村松、山科、横

井、鷲巣 

 （略） 

 （略） 
 

目、聖一色、平沢、

谷田、弥生町 

曲金交

番 

静岡市駿

河区曲金

三丁目３

番13号 

静岡市駿河区のうち 

 小黒一・二・三丁 

目、豊田一・二丁 

目、豊原町、曲金 

一・二・三・四・ 

五・六・七丁目 

 （略） 

 （略） 

袋井

警察

署 

 （略） 

山梨交

番 

袋井市上

山梨３丁

目１番地

の６ 

袋井市のうち 

 宇刈、沖山梨、小 

山、可睡の杜、上山

梨、上山梨１・２・

３・４・５・６丁 

目、久能、下山梨、

下山梨１・２丁目、

月見町、徳光、延 

久、春岡、春岡１・

２丁目、堀越、村 

松、山科、横井、鷲

巣 

 （略） 

 （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


